
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年

山 形 県 警 察 本 部



は　　し　　が　　き 

 

　令和６年中全国で発生した交通事故をみますと、事故後24時間以内死者数は2,663人で、

前年比15人、0.6％の減少となりました。 

　県内で発生した交通事故をみますと、交通事故発生件数及び死傷者数は減少し、特に、

 死者数24人は、令和３年と同様、統計が残る昭和23年以降最少となりました。

 　しかし、重傷者数は342人と増加しております。

　発生件数の減少が顕著だったのが自転車関連事故で、前年より72件減少しており、過

 去５年でも最少となりました。

 　県内の24時間以内死亡事故の特徴は、

  　　○　県全体で交通事故死者数が減少した中、置賜ブロックのみが増加（10人、前

年比＋１人）した。 

　　　○　自動車同乗中の交通事故死者数７人は、過去５年間で令和５年（10人）に次

ぎ２番目に多い。 

　　　○　高齢ドライバーによる交通事故死者数は10人で、うち単独事故が全体の８割

を占める。 

  　　○　歩行者、自転車利用中の交通事故死者数は７人で、全体の約３割を占める。 

 でした。

　また、飲酒運転による交通事故は、11件（前年比－３件）発生しましたが、死亡事故

 の発生はありませんでした。

 

 　県警では、

       ○　交通事故分析及び交通実態把握に基づく総合的な交通事故防止対策

 　　　○　交通事故防止に資する交通指導取締り等による道路交通秩序の維持

 　　　○　高齢運転者の特性を踏まえた交通事故防止対策

 　　　○　社会に根付く歩行者・自転車等対策

を重点とした取組みを強化しており、関係機関団体と手を携え、悲惨な交通事故を防止

 するための活動を推進しております。

　この年鑑では、令和６年中に山形県内で発生した交通事故の特徴等を取りまとめまし

たので、今後の交通事故防止活動を推進するための基礎資料として活用していただけれ

 ば幸いです。

 

 　令和７年10月

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     山 形 県 警 察 本 部



凡 　 　 例 

 

本書における用語の意味は、次のとおりである。 

 

１　「交通事故」とは、道路交通法第２条第１項第１号に規定する道路上において、車両等

　及び列車の交通によって起こされた事故で、死亡又は負傷を伴ったものをいう。 

２　「死者」とは、特に表示のない場合、交通事故によって、事故発生後24時間以内に死亡

　した人をいう。 

　　したがって、24時間経過後に死亡した人は、負傷者として計上される。 

　　「30日死者」とは、交通事故発生から24時間経過後30日以内に交通事故が原因で死亡し

　た人をいう。 

「30日以内死者」とは、「死者」と「30日死者」の合計で、交通事故発生から30日以内に

死亡した人をいう。 

３　「重傷」とは、交通事故によって負傷し、30日以上の治療を要する場合をいう。 

４　「軽傷」とは、交通事故によって負傷し、30日未満の治療を要する場合をいう。 

５　「第１当事者」とは、交通事故において過失程度が最も重い当事者をいい、過失の程度

　が同程度の場合には被害が最も軽い者をいう。 

６　「第２当事者」とは、交通事故において第１当事者の相手方となった当事者をいう。 

７　「こども」とは、幼児・小学生・中学生をいい、15歳以上であっても中学生であれば「こ

　ども」として計上している。一方で、15歳以下であっても高校生であれば、「こども」から

　は除外している。 

８  「高校生」とは、夜間高校の４年、盲・聾・養護学校の高等部の生徒、高等専門学校の

　１～３年生を含む。 

９　「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 

10　「事故類型」とは、当事者の行動関係又は事故誘発行為をもって決定する事故の形態　

　（人対車両、車両相互、車両単独等）をいう。                                       

11　「状態別」とは、当事者の事故当時の状態（自動車運転中、自動車同乗中、歩行中等） 

　をいう。　                                                                     

12　「昼」とは、日の出から日没までの間をいう。                                  

13　車両の定義は、以下のとおりである。                                      

　○ 「四輪車」  道路交通法第３条に定める大型自動車、中型自動車、準中型自

　　　　　　　　　　　　  動車、普通自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車 

　○ 「自動二輪車」  道路交通法第３条に定める大型自動二輪車及び普通自動二輪車 

　○ 「原動機付自転車」「軽車両」「自転車」  道路交通法第２条第１項10号～

                                                 　 11号の２の定義による。         

　○ 「二輪車」 「自動二輪車」、「原動機付自転車」

14　「歩行者」とは、道路を歩行中の人及び道路交通法上歩行者とみなすもの等、車両・路

　面電車及び列車以外の当事者をいう。　                         

15　原因別の（飲酒運転〔原付以上〕）（無免許運転）の計上数は、内数である。 

16　自動車台数は、特に断りのない限り、令和６年12月末現在の運輸局登録台数（検査自動

　車と軽自動車）である。 

17　人口は、特に断りがない限り、令和６年10月１日現在の人口である。 

18　運転免許保有者数は、令和６年12月末現在の運転免許保有者数（警察庁資料による）で

　ある。 

19　増減は前年との比較であり、△はマイナスを表し、増減率、構成率及び事故率の単位は

　％である。 
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